
議案第２９号 

北九州市教育委員会会計年度任用職員の給料に関する規則及び北 
九州市会計年度任用教職員の給料に関する規則の一部改正につい 
て 

 北九州市教育委員会会計年度任用職員の給料に関する規則及び北九州市会計

年度任用教職員の給料に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める

。 
  令和５年１２月２１日提出 
                     北九州市教育委員会 
                      教育長 田 島 裕 美 
提案理由 会計年度任用職員等の給与改定の時期を改正するため、関係規定を

改める必要があるので、この規則案を提出する。 



 



令 和 ５ 年 １ ２ 月 

教育委員会教職員課 

 
 

北九州市教育委員会会計年度任用職員の給料に関する規則及び 

北九州市会計年度任用教職員の給料に関する規則の一部改正について 

 

 

１ 改正理由 

国の非常勤職員の給与改定について、令和５年度以降、常勤職員等の給与改定に準じて

改定を行うこととし、各地方公共団体においても国の取扱いを基本とするよう通知がなさ

れたことから、本市においても、会計年度任用職員及び会計年度任用教職員（以下「会計年

度任用職員等」という。）の給与改定等の時期について、国の通知に沿った見直しを行うた

め、関係規定を改めるもの。 

 

 

２ 改正内容 

改正対象教育委員会規則 改正内容 

北九州市教育委員会会計年度任用

職員の給料に関する規則 

（令和２年教育委員会規則第３

号） 

給与改定の時期について 

 

〇冬季期末手当の支給要件を満たす 

会計年度任用職員等 

・給料表が増額改定の場合  

当年度の４月１日から遡及改定 

・給料表が減額改定の場合  

１２月１日から改定 

（遡及相当分を冬季期末手当で調整） 

 

〇冬季期末手当の支給要件を満たす 

者以外の会計年度任用職員等 

・給料表の増額又は減額改定ともに、 

１２月１日から改定 

北九州市会計年度任用教職員の給

料に関する規則 

（令和２年教育委員会規則第６

号） 

   ※上記改正に伴う条文の技術的な改正もあわせて行う。 

 

 

３ 施行期日 

  公布の日 

 

 



 



北九州市教育委員会会計年度任用職員の給料に関する規則及び北九州市会計

年度任用教職員の給料に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和５年  月  日 

北九州市教育委員会 

教育長 田 島 裕 美   

北九州市教育委員会規則第  号 

   北九州市教育委員会会計年度任用職員の給料に関する規則及び北 

九州市会計年度任用教職員の給料に関する規則の一部を改正する 

規則 

（北九州市教育委員会会計年度任用職員の給料に関する規則の一部改正） 

第１条 北九州市教育委員会会計年度任用職員の給料に関する規則（令和２年

北九州市教育委員会規則第３号）の一部を次のように改正する。 

  第２条第５項第１号中「おける、当該給料改定条例の施行の日の属する月

の翌月（当該施行の日が月の初日であるときは、当該施行の日の属する月。

以下「施行月の翌月」という。）以後の当該会計年度任用職員の給料の月額

の決定にあっては」を「おいて」に、「当該施行月の翌月の初日。以下」を

「当該給料改定条例の施行の日。以下この項において」に改め、同条に次の

１項を加える。 

６ 前項各号の基準日（当該基準日が給料改定条例の施行の日となる場合に

限る。以下同じ。）における条例第５条第１項第１号、第３号又は第５号

イ若しくはウに掲げる給料表（以下「改正後の給料表」という。）の職務

の級及び号給により決定した給料の月額は、条例第２７条第３項の規定に

より読み替えられた条例第２４条第１項の規定による期末手当（当該基準

日の属する年の１２月１日に在職する職員に対するものに限る。）の支給

を受ける会計年度任用職員及びこれに相当する者として教育委員会が定め

る会計年度任用職員（以下「冬季期末手当対象職員等」という。）にあっ

ては同年４月１日（改正後の給料表の職務の級及び号給により決定した給

料の月額が当該決定前の給料の月額を下回る場合は、当該基準日）から、

冬季期末手当対象職員等以外の会計年度任用職員にあっては当該基準日の

属する月の初日（改正後の給料表の職務の級及び号給により決定した給料

の月額が当該決定前の給料の月額を下回る場合は、当該基準日）から適用

する。この場合において、改正後の給料表の職務の級及び号給により決定

された給料の月額が当該決定前の給料の月額を下回るときを除き、当該基

準日前の条例の規定に基づき支給された給料は、当該基準日以後の条例の

規定に基づく給料の内払とみなす。 



（北九州市会計年度任用教職員の給料に関する規則の一部改正） 

第２条 北九州市会計年度任用教職員の給料に関する規則（令和２年北九州市

教育委員会規則第６号）の一部を次のように改正する。 

第２条第５項第１号中「おける、当該給料改定条例の施行の日の属する月

の翌月（当該施行の日が月の初日であるときは、当該施行の日の属する月。

以下「施行月の翌月」という。）以後の当該会計年度任用教職員の給料の月

額の決定にあっては」を「おいて」に、「当該施行月の翌月の初日。以下」

を「当該給料改定条例の施行の日。以下この項において」に改め、同条に次

の１項を加える。 

６ 前項各号の基準日（当該基準日が給料改定条例の施行の日となる場合に

限る。以下同じ。）における教職員給与条例第７条第１項各号に掲げる給

料表（以下「改正後の給料表」という。）の職務の級及び号給により決定

した給料の月額は、教職員給与条例第４６条第３項の規定により読み替え

られた教職員給与条例第３２条第１項の規定による期末手当（当該基準日

の属する年の１２月１日に在職する教職員に対するものに限る。）の支給

を受ける会計年度任用教職員及びこれに相当する者として教育委員会が定

める会計年度任用教職員（以下「冬季期末手当対象教職員等」という。）

にあっては同年４月１日（改正後の給料表の職務の級及び号給により決定

した給料の月額が当該決定前の給料の月額を下回る場合は、当該基準日）

から、冬季期末手当対象教職員等以外の会計年度任用教職員にあっては当

該基準日の属する月の初日（改正後の給料表の職務の級及び号給により決

定した給料の月額が当該決定前の給料の月額を下回る場合は、当該基準日

）から適用する。この場合において、改正後の給料表の職務の級及び号給

により決定された給料の月額が当該決定前の給料の月額を下回るときを除

き、当該基準日前の教職員給与条例の規定に基づき支給された給料は、当

該基準日以後の教職員給与条例の規定に基づく給料の内払とみなす。 

   付 則 

この規則は、公布の日から施行する。 
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等
）

 

第
２
条
 
 
略

 

２
～
４
 
 
略

 

５
 
給
料
基
準
表
の
第
５
欄
に
掲
げ
る
基
礎
と
す
る
職
務
の
級
及
び
号
給
、
同
表
の
第
６
欄
に
掲

げ
る
上
限
と
す
る
職
務
の
級
及
び
号
給
及
び
次
条
第
２
項
に
定
め
る
号
給
は
、
次
の
各
号
に
掲

げ
る
職
種
の
い
ず
れ
に
該
当
す
る
か
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
職
務
の
級
及
び
号
給
と
す

る
。

 

（
１
）
 
教
育
職
（
３
）
相
当
職
 
会
計
年
度
任
用
教
職
員
の
採
用
の
日
の
属
す
る
会
計
年
度

の
初
日
（
当
該
初
日
後
に
教
職
員
給
与
条
例
第
７
条
第
１
項
各
号
に
掲
げ
る
給
料
表
に
規
定

す
る
給
料
月
額
の
改
定
を
す
る
条
例
（
以
下
「
給
料
改
定
条
例
」
と
い
う
。
）
が
施
行
さ
れ

た
場
合
に
お
け
る
、
当
該
給
料
改
定
条
例
の
施
行
の
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
（
当
該
施
行
の

日
が
月
の
初
日
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
施
行
の
日
の
属
す
る
月
。
以
下
「
施
行
月
の
翌
月
」

と
い
う
。
）
以
後
の
当
該
会
計
年
度
任
用
教
職
員
の
給
料
の
月
額
の
決
定
に
あ
っ
て
は
、
当

該
給
料
改
定
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
教
職
員
給
与
条
例
第
７
条
第
１
項
各
号
に
掲
げ
る
給
料

表
の
適
用
を
受
け
る
教
職
員
と
の
権
衡
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
当
該
施
行

月
の
翌
月
の
初
日
。
以
下
「
基
準
日
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
教
職
員
給
与
条
例
第
７
条
第

１
項
第
１
号
ア
に
掲
げ
る
教
育
職
給
料
表
（
３
）
の
職
務
の
級
及
び
号
給

 

（
２
）
～
（
４
）
 
 
略

 

  



新
 

旧
 

改
正
後
の
給
料
表
」
と
い
う
。
）
の
職
務
の
級
及
び
号
給
に
よ
り
決
定
し
た
給
料
の
月
額
は
、

教
職
員
給
与
条
例
第
４
６
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
教
職
員
給
与
条
例
第
３

２
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
期
末
手
当
（
当
該
基
準
日
の
属
す
る
年
の
１
２
月
１
日
に
在
職
す

る
教
職
員
に
対
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
支
給
を
受
け
る
会
計
年
度
任
用
教
職
員
及
び
こ
れ
に

相
当
す
る
者
と
し
て
教
育
委
員
会
が
定
め
る
会
計
年
度
任
用
教
職
員
（
以
下
「
冬
季
期
末
手
当

対
象
教
職
員
等
」
と
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
同
年
４
月
１
日
（
改
正
後
の
給
料
表
の
職
務
の
級

及
び
号
給
に
よ
り
決
定
し
た
給
料
の
月
額
が
当
該
決
定
前
の
給
料
の
月
額
を
下
回
る
場
合
は
、

当
該
基
準
日
）
か
ら
、
冬
季
期
末
手
当
対
象
教
職
員
等
以
外
の
会
計
年
度
任
用
教
職
員
に
あ
っ

て
は
当
該
基
準
日
の
属
す
る
月
の
初
日
（
改
正
後
の
給
料
表
の
職
務
の
級
及
び
号
給
に
よ
り
決

定
し
た
給
料
の
月
額
が
当
該
決
定
前
の
給
料
の
月
額
を
下
回
る
場
合
は
、
当
該
基
準
日
）
か
ら

適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
改
正
後
の
給
料
表
の
職
務
の
級
及
び
号
給
に
よ
り
決
定
さ

れ
た
給
料
の
月
額
が
当
該
決
定
前
の
給
料
の
月
額
を
下
回
る
と
き
を
除
き
、
当
該
基
準
日
前
の

教
職
員
給
与
条
例
の
規
定
に
基
づ
き
支
給
さ
れ
た
給
料
は
、
当
該
基
準
日
以
後
の
教
職
員
給
与

条
例
の
規
定
に
基
づ
く
給
料
の
内
払
と
み
な
す
。
 

       

                     

 


